
 
郡山市告示第１６８号 
 
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第１５条の１７第１項の規定に基

づき、廃棄物が地下にある土地であって土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより当

該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがあるものの区域を指定区域として、次の

とおり指定する。 
 
令和元年５月３１日 

 
郡山市長 品 川 萬 里  
 

 
指定区域の所在地 埋立地の区分 

郡山市西田町大田字沼ノ倉１－５の一部、１－７、１－８の 
一部、 
郡山市西田町大田字向田７１の一部、７２、７３の一部、７４

の一部、７５、７６、７７、７８、７９、８０、８１、８２、８

３、８４、８５の一部、８６の一部、８７の一部、８８の一部、

８９の一部、９０の一部、９１の一部、１５５－１の一部、１

８１の一部、１８３の一部 
（旧郡山市西田埋立処分場第１期埋立地） 

廃棄物の処理及び清掃に関する法

律施行令（昭和４６年９月２３日

政令第３００号 以下「政令」とい

う。）第１３条の２第１号 
【一般廃棄物に係るもの】 

郡山市西田町大田字沼ノ倉１－１の一部、１－６の一部、１－

９、１－１５の一部、１－１６、１－１７の一部 
（旧郡山市西田埋立処分場第３期埋立地） 

政令第１３条の２第１号【一般廃

棄物に係るもの】 

 


